
事務局業務時間の変更延長のお知らせ
急速な新型コロナウイルスの感染拡大により、沖縄県独自の緊急事態宣言が延長されました。

その終息はまだ先が見通せない状況と判断し、沖縄県本部事務局の業務時間を、下記の通り延長させて頂きます。

 

■業務時間：平日１０時３０分〜１５時３０分（土日祝日休業）

■延長期間：令和２年５月２０日（水）まで

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

※状況に応じて延長措置を講じる場合があります。

https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=6019

